
筑後市行財政健全化実施計画
（計画期間　2017年度－2021年度）

2017年（平成29年）9月

筑後市



１　策定の趣旨
　　　筑後市行財政健全化実施計画は、筑後市行財政健全化方針が目指す「将来世代に負担を先送りすることなく、
   将来にわたって持続可能な行財政構造を構築していくこと」を目的に、当面5年間の目標を達成するため次の3つ
   の基本方針を推進項目として取り組みます。
　　　Ⅰ　将来のまちづくりを見据えた行財政運営
　　　Ⅱ　まちづくりを支えるための行財政運営
　　　Ⅲ　行政の更なる合理化

２　実施期間
　　　この計画の実施期間は、2017年度（平成29年度）から2021年度（平成33年度）の5年間とし、毎年度検証を
    行っていきます。

３　今後5年間の基本目標
　　　・平成33年度までに、経常的経費を年間3億円削減します。
　　　・収支均衡に努め、実質収支の黒字額3億円以上を目標とします。
　　　・財政調整基金の残高を20億円確保します。
　　　・庁舎建設等の課題もあり、基金確保に努めます。
　　　・将来の負担が過大とならないように、実質公債費比率の目標を9.0以下とします。

４　推進体制と進行管理
　　　・(仮称)筑後市行財政健全化緊急対策本部を中心として、この計画を全庁的に推進するとともに、進行管理を行
　　　います。
　　　・実施スケジュールにおける「検討期間」は3年以内とし、実施に至らない場合は、その理由を公表するものとし
      ます。
　　　・この計画の実施状況は、経営会議にその進捗状況を報告し、意見や助言を求めるとともに、市広報やホーム
　　　ページ等を通して広く市民に公表します。



行財政健全化実施計画に伴う効果額集計

【単位：千円】

H29 H30 H31 H32 H33

(1） 市税収入等の確保 5 8,400 13,800 14,200 14,600 14,600 65,600 Ｐ１

(2） 自主財源の確保・拡大 3 0 500 2,500 5,000 6,000 14,000 Ｐ２

(3）
地域経済の活性化・雇用創出等による税
源の維持・拡大

3 Ｐ３

(4）
ふるさと筑後市応援寄附金(ふるさと納税)
の推進

2 13,800 43,800 73,800 73,800 73,800 279,000 Ｐ４

(5）
地方創生応援税制の活用(企業版ふるさ
と納税)

1 Ｐ５

(6） 受益者負担の適正化 3 0 2,000 7,600 11,700 11,700 33,000 Ｐ６

(1）
業務の執行体制の最適化と業務の効率
化

4 0 500 2,800 2,800 2,800 8,900 Ｐ７

(2） 給与・報酬の適正化 5 1,600 4,200 7,300 11,200 15,200 39,500 Ｐ８

(3） 事務事業の整理合理化 7 0 42,700 110,900 150,100 189,500 493,200 Ｐ９・１０

(4） 個人給付や補助金等の見直し 2 0 0 2,400 28,600 28,600 59,600 Ｐ１１

(5） 民間活力の導入、公民連携の促進 3 Ｐ１２

(6） 内部管理業務の効率化 5 Ｐ１３

掲載ページ
実施

項目数

　市立病院独法化後の検証と指定管理者制度の総括について記載。また、
上水道については、包括民間委託化の調査・研究を記載。具体的な効果を
金額で測定することが困難であり、文言記載としています。

　住民の利便性や満足度の向上等行革の視点で取組を掲載。具体的な効
果を金額で測定することが困難であり、文言記載としています。

　第五次総合計画、筑後市創造戦略での重点事項。実施計画期間である
H33年度までには、市税等の増収見込額を試算できないため、効果額は計
上していません。

　企業版ふるさと納税制度については、国の事業採択が要件となっているこ
ともあり、十分な調査・研究が必要。現時点では、文言記載としています。

合計取組区分

1 収入面の取組

2 歳出面の取組

項目
年度ごと効果額



行財政健全化実施計画に伴う効果額集計

【単位：千円】

H29 H30 H31 H32 H33
掲載ページ

実施
項目数

合計取組区分 項目
年度ごと効果額

2 歳出面の取組 (7） 社会保障給付の増加の抑制 3 Ｐ１４

(1） 予算編成方法の改革 1 0 60,000 80,000 100,000 120,000 360,000 Ｐ１５

(2） 地方公会計制度の活用 1 Ｐ１６

(3） 特別会計の健全化 4 Ｐ１７

(4） 公営企業会計の健全化 2 1,000 2,000 3,050 4,100 5,150 15,300 Ｐ１８

(5） 公共施設等の適正配置と計画的管理 1 Ｐ１９

(6）
その他高額備品等の計画的管理につい
て

2 Ｐ２０

(7）
人口減少対策及び地域の元気創造事業
の推進

2 Ｐ２１

(8） 広域連携の推進 1 Ｐ２２

(9） 「見える化」の徹底・拡大 1 Ｐ２３

(10） 会議運営の改善 1 Ｐ２４

62 24,800 169,500 304,550 401,900 467,350 1,368,100

　現時点では効果額の測定が困難であるため、文言記載としています。

合計

　高額備品について、公用車の更新基準・計画的更新と、はしご車の広域
利用検討について記載。現時点での削減効果額測定が困難であり、文言記
載としています。

　別途「公共施設等総合管理計画」において、H38年度末までの削減目標を
定めているため、本実施計画では文言のみの記載としています。ハコモノ：
10年間で4,372㎡削減。インフラ：10年間で2億8,300万円削減

　現時点では効果額の測定が困難であるため、文言記載としています。

　広域連携の推進について重要性を記載しており、文言記載としています。

　財政健全化の方針や取組状況について、市民にわかりやすい開示方法を
検討するものであり、文言記載としています。

　実施項目については、具体的な効果を金額で測定することが困難である
ため、文言記載としています。

　地方公会計制度を活用し、資産・負債などのストック情報やコストを把握す
ることで、中長期的な財政運営に活用していくことを目的としています。現時
点では、文言記載としています。

　特別会計の財政健全化について、取組の主な内容を記載しています。

3 その他行財政健全化の取組


















































